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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の 空 間 分 割 多 重 ア ク セ ス （ Ｓ Ｄ Ｍ Ａ ） 通 信 チ ャ ネ ル を 、 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ
ャ ネ ル 上 に 第 １ の 信 号 を 最 初 に 送 信 す る 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 に 割 り 当 て る 段 階 と 、
　 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル を 、 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル 上 に 第 ２ の 信 号 を 最
初 に 送 信 す る 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 に 割 り 当 て る 段 階 と 、
　 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 １ の 信 号 を 送 信 し
て い る こ と 、 及 び 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 ２
の 信 号 を 送 信 し て い る こ と を 見 つ け る た め に 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 を 解 析 す
る 段 階 と
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 の 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 へ の 接 近 に よ っ て 、 前 記 第 １ の ユ ー
ザ ー 端 末 は 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 １ の 信 号 を 送 信 し 、 前 記 第 ２ の ユ ー
ザ ー 端 末 は 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 ２ の 信 号 を 送 信 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル と 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル の １ つ 又 は 両 方 の
不 安 定 性 に よ っ て 、 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ネ ル で 前 記 第 １ の
信 号 を 送 信 し 、 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 ２ の
信 号 を 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ の 信 号 の 通 信 チ ャ ネ ル を 前 記 第 ２ の 信 号 の 通 信 チ ャ ネ ル と 交 換 す る 段 階 を 更 に
含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 は 、 特 定 の 出 力 が 無 効 で あ る 符 号 化 方 式 を 使 用 し て 符
号 化 さ れ 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 を 解 析 す る 段 階 が 、
　 前 記 第 １ の 信 号 の デ ー タ ス ト リ ー ム 又 は 前 記 第 ２ の 信 号 の デ ー タ ス ト リ ー ム が 無 効 ビ ッ



ト を 含 む か 否 か を 決 定 す る 段 階 と 、
　 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル と 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル の 両 方 の 巡 回 冗 長
検 査 が 通 信 チ ャ ネ ル エ ラ ー を 示 さ な い こ と を 決 定 す る 段 階 と
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 符 号 化 方 式 は 、 適 応 差 分 パ ル ス 符 号 変 調 方 式 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 無 効 出 力 は 、 ゼ ロ ビ ッ ト を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 １ の 信 号 を 送 信 し
て お り 、 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 ２ の 信 号 を
送 信 し て い る と の 決 定 の 信 頼 性 を 高 め る た め に 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 を 繰 り
返 し 解 析 す る 段 階 を 更 に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 を 解 析 す る 段 階 は 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号
の １ つ 又 は そ れ 以 上 の 物 理 的 特 性 を 解 析 す る 段 階 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載
の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 １ つ 又 は そ れ 以 上 の 物 理 的 特 性 は 、 周 波 数 オ フ セ ッ ト 、 基 地 局 へ の 到 達 時 間 、 空 間
シ グ ネ チ ャ 、 信 号 ス ペ ク ト ル 、 信 号 の 到 達 方 向 、 変 調 エ ラ ー ベ ク ト ル 絶 対 値 か ら 成 る グ ル
ー プ か ら 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 １ の 信 号 を 送 信 し
て お り 、 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 ２ の 信 号 を
送 信 し て い る と の 決 定 の 信 頼 性 を 高 め る た め に 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 を 繰 り
返 し 解 析 す る 段 階 を 更 に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 は デ ー タ 通 信 信 号 で あ り 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２
の 信 号 を 解 析 す る 段 階 は 、 第 １ の 通 信 レ イ ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス の 結 果 を 第 ２ の 通 信 レ イ
ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス の 結 果 と 比 較 す る 段 階 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 方
法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 １ の 信 号 を 送 信 し
て お り 、 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 ２ の 信 号 を
送 信 し て い る こ と を 決 定 す る 段 階 は 、 前 記 第 １ の 通 信 レ イ ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス の 結 果 が
前 記 第 ２ の 通 信 レ イ ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス の 結 果 と 不 整 合 で あ る こ と を 決 定 す る 段 階 を 含
む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 第 １ の 通 信 レ イ ヤ は 物 理 レ イ ヤ で あ り 、 前 記 第 ２ の 通 信 レ イ ヤ は デ ー タ リ ン ク レ イ
ヤ で あ り 、 前 記 第 １ の 通 信 レ イ ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス は エ ラ ー が 無 い こ と を 示 し 、 前 記 第
２ の 通 信 レ イ ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス は エ ラ ー を 示 す こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の
方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 第 １ の 信 号 の 通 信 チ ャ ネ ル を 前 記 第 ２ の 信 号 の 通 信 チ ャ ネ ル と 交 換 す る オ ペ レ ー シ
ョ ン は 、 前 記 物 理 レ イ ヤ 、 前 記 デ ー タ リ ン ク レ イ ヤ 、 通 信 レ イ ヤ 階 層 の 後 続 の 通 信 レ イ ヤ
か ら 成 る グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ た 通 信 レ イ ヤ で 達 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 別 個 の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ン ネ ル を 他 の ２ つ の 通 信 端 末 に 割 当 る よ う に 動 作 す る プ ロ セ ッ サ を
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有 す る 通 信 端 末 で あ っ て 、 上 記 Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ン ネ ル の 夫 々 は 同 じ 搬 送 波 周 波 数 の １ つ と 、
同 じ タ イ ム ス ロ ッ ト を 有 し 、 ま た 上 記 他 の ２ つ の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 者 が 他 の ２ つ の 端
末 の 一 方 に 割 当 て ら れ た Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ン ネ ル に 信 号 を 送 信 す る よ う に 決 定 す る た め に 上 記
他 の ２ つ の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 方 の 信 号 を 解 析 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 端 末 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の 各 々 か ら の 信 号 は 、 特 定 の 出 力 が 無 効 で あ る 符 号 化 方 式 を 使
用 し て 符 号 化 さ れ 、 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 方 の 信 号 を 解 析 す る 段 階 は 、
　 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の い ず れ か の 信 号 の デ ー タ ス ト リ ー ム が 無 効 ビ ッ ト を 含 む か 否
か を 決 定 す る 段 階 と 、
　 Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル の 両 方 の 巡 回 冗 長 検 査 が 通 信 チ ャ ネ ル エ ラ ー を 示 さ な い こ と を 決
定 す る 段 階 と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 通 信 端 末 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 符 号 化 方 式 は 、 適 応 差 分 パ ル ス 符 号 変 調 方 式 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ に
記 載 の 通 信 端 末 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 無 効 出 力 は 、 ゼ ロ ビ ッ ト を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 方 が 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の 他 方 に 割 り 当 て ら
れ た Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ネ ル で 信 号 を 送 信 し て い る と の 決 定 の 信 頼 性 を 高 め る た め に 、 前 記 基 地
局 は 、 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の 各 々 か ら の 信 号 を 繰 り 返 し 解 析 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ ９ に 記 載 の 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 方 の 信 号 を 解 析 す る 段 階 は 、 前 記 ２ つ の ユ ー ザ ー
端 末 の 各 々 か ら の 信 号 の １ つ 又 は そ れ 以 上 の 物 理 的 特 性 を 解 析 す る 段 階 を 含 む こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 前 記 １ つ 又 は そ れ 以 上 の 物 理 的 特 性 は 、 周 波 数 オ フ セ ッ ト 、 基 地 局 へ の 到 達 時 間 、 空 間
シ グ ネ チ ャ 、 信 号 ス ペ ク ト ル 、 信 号 の 到 達 方 向 、 変 調 エ ラ ー ベ ク ト ル 絶 対 値 か ら 成 る グ ル
ー プ か ら 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ １ に 記 載 の 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 方 が 、 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の 他 方 に 割 り 当 て
ら れ た Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ネ ル 上 に 信 号 を 送 信 し て い る と の 決 定 の 信 頼 性 を 高 め る た め に 、 前 記
基 地 局 は 、 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の 各 々 か ら の 信 号 を 繰 り 返 し 解 析 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の 各 々 か ら の 信 号 は 、 デ ー タ 通 信 信 号 で あ り 、 前 記 ２ つ の ユ ー
ザ ー 端 末 の 各 々 か ら の 信 号 を 解 析 す る 段 階 は 、 第 １ の 通 信 レ イ ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス の 結
果 を 第 ２ の 通 信 レ イ ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス の 結 果 と 比 較 す る 段 階 を 含 む こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ ６ に 記 載 の 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 前 記 ２ つ の 他 の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 方 が 前 記 ２ つ の ユ ー ザ ー 端 末 の 他 方 に 割 り 当 て ら
れ た Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ネ ル で 信 号 を 送 信 し て い る と 決 定 す る 段 階 は 、 前 記 第 １ の 通 信 レ イ ヤ エ
ラ ー 検 出 プ ロ セ ス の 結 果 が 、 前 記 第 ２ の 通 信 レ イ ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス の 結 果 と 不 整 合 で
あ る こ と を 決 定 す る 段 階 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ４ に 記 載 の 通 信 端 末 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 前 記 第 １ の 通 信 レ イ ヤ は 物 理 レ イ ヤ で あ り 、 前 記 第 ２ の 通 信 レ イ ヤ は デ ー タ リ ン ク レ イ
ヤ で あ り 、 前 記 第 １ の 通 信 レ イ ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス は 、 エ ラ ー が 無 い こ と を 示 し 、 前 記
第 ２ の 通 信 レ イ ヤ エ ラ ー 検 出 プ ロ セ ス は エ ラ ー を 示 す こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ５ に 記 載
の 通 信 端 末 。
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【 請 求 項 ２ ７ 】
　 別 個 の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ン ネ ル を 他 の ２ つ の 通 信 端 末 に 割 当 る よ う に 動 作 す る プ ロ セ ッ サ を
有 す る 通 信 端 末 で あ っ て 、 上 記 Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ン ネ ル の 夫 々 は 同 じ 搬 送 波 周 波 数 の １ つ と 、
同 じ タ イ ム ス ロ ッ ト を 有 し 、 ま た 上 記 他 の ２ つ の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 者 が 他 の ２ つ の 端
末 の 一 方 に 割 当 て ら れ た Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ン ネ ル に 信 号 を 送 信 す る よ う に 決 定 す る た め に 上 記
他 の ２ つ の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 方 の 信 号 を 解 析 す る こ と を 特 徴 と す る 加 入 者 端 末 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 別 個 の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ン ネ ル を 他 の ２ つ の 通 信 端 末 に 割 当 る よ う に 動 作 す る プ ロ セ ッ サ を
有 す る 通 信 端 末 で あ っ て 、 上 記 Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ン ネ ル の 夫 々 は 同 じ 搬 送 波 周 波 数 の １ つ と 、
同 じ タ イ ム ス ロ ッ ト を 有 し 、 ま た 上 記 他 の ２ つ の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 者 が 他 の ２ つ の 端
末 の 一 方 に 割 当 て ら れ た Ｓ Ｄ Ｍ Ａ チ ャ ン ネ ル に 信 号 を 送 信 す る よ う に 決 定 す る た め に 上 記
他 の ２ つ の 通 信 端 末 の １ つ 又 は 両 方 の 信 号 を 解 析 す る こ と を 特 徴 と す る ベ ー ス ・ ス テ ー シ
ョ ン 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 デ ジ タ ル 処 理 シ ス テ ム に よ っ て 実 行 さ れ る と き 、 前 記 デ ジ タ ル 処 理 シ ス テ ム に 方 法 を 実
行 さ せ る １ つ 又 は そ れ 以 上 の 実 行 可 能 な 命 令 を 記 憶 し た 機 械 可 読 媒 体 で あ っ て 、 前 記 方 法
が 、
　 第 １ の 空 間 分 割 多 重 ア ク セ ス （ Ｓ Ｄ Ｍ Ａ ） 通 信 チ ャ ネ ル を 、 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ
ャ ネ ル 上 に 第 １ の 信 号 を 最 初 に 送 信 す る 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 に 割 り 当 て る 段 階 と 、
　 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル を 、 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル 上 に 第 ２ の 信 号 を 最
初 に 送 信 す る 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 に 割 り 当 て る 段 階 と 、
　 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 １ の 信 号 を 送 信 し
て お り 、 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 ２ の 信 号 を
送 信 し て い る の を 見 つ け る た め に 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 を 解 析 す る 段 階 と
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 機 械 可 読 媒 体 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
　 第 １ の 空 間 分 割 多 重 ア ク セ ス （ Ｓ Ｄ Ｍ Ａ ） 通 信 チ ャ ネ ル 上 に 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 へ の 第
１ の 信 号 を 送 信 す る 段 階 と 、
　 第 ２ 空 間 分 割 多 重 ア ク セ ス （ Ｓ Ｄ Ｍ Ａ ） 通 信 チ ャ ネ ル 上 に 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 へ の 第 ２
の 信 号 を 送 信 す る 段 階 と 、
　 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル 上 で 前 記 第 １ の 信 号 を 受 信
し て い る こ と 、 及 び 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル 上 で 前 記
第 ２ の 信 号 を 受 信 し て い る こ と を 見 つ け る た め に 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 を 解
析 す る 段 階 と
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ３ １ 】
　 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 の 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 へ の 接 近 に よ っ て 、 前 記 第 １ の ユ ー
ザ ー 端 末 は 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 １ の 信 号 を 受 信 し 、 前 記 第 ２ の ユ ー
ザ ー 端 末 は 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル で 前 記 第 ２ の 信 号 を 受 信 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
　 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル 及 び 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル の １ つ 又 は 両 方
の 不 安 定 性 に よ っ て 、 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 は 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル 上 で 前
記 第 １ の 信 号 を 受 信 し 、 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 は 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル 上 で
前 記 第 ２ の 信 号 を 受 信 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ ０ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
　 前 記 第 １ の 信 号 の 通 信 チ ャ ネ ル を 前 記 第 ２ の 信 号 の 通 信 チ ャ ネ ル と 交 換 す る 段 階 を 更 に
含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
　 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 は 、 特 定 の 出 力 が 無 効 で あ る 符 号 化 方 式 を 使 用 し て 符
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号 化 さ れ 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 を 解 析 す る 段 階 は 、
　 前 記 第 １ の 信 号 の デ ー タ ス ト リ ー ム 又 は 前 記 第 ２ の 信 号 の デ ー タ ス ト リ ー ム が 無 効 ビ ッ
ト を 含 む か 否 か 決 定 す る 段 階 と 、
　 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル 及 び 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル の 両 方 の 巡 回 冗
長 検 査 が 通 信 チ ャ ネ ル エ ラ ー を 示 さ な い こ と を 決 定 す る 段 階 と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ５ 】
　 前 記 符 号 化 方 式 は 適 応 差 分 パ ル ス 符 号 変 調 方 式 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ４ に 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ６ 】
　 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号 を 解 析 す る 段 階 は 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号
の １ つ 又 は そ れ 以 上 の 物 理 的 特 性 を 解 析 す る 段 階 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ に 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ７ 】
　 前 記 １ つ 又 は そ れ 以 上 の 物 理 的 特 性 は 、 周 波 数 オ フ セ ッ ト 、 基 地 局 へ の 到 達 時 間 、 空 間
シ グ ネ チ ャ 、 信 号 ス ペ ク ト ル 、 信 号 の 到 達 方 向 、 変 調 エ ラ ー ベ ク ト ル 絶 対 値 か ら 成 る グ ル
ー プ か ら 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ８ 】
　 前 記 第 １ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 ２ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル 上 で 前 記 第 １ の 信 号 を 受 信
し て お り 、 前 記 第 ２ の ユ ー ザ ー 端 末 が 前 記 第 １ の Ｓ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 チ ャ ネ ル 上 で 前 記 第 ２ の 信
号 を 受 信 し て い る と い う 決 定 の 信 頼 性 を 高 め る た め に 、 前 記 第 １ の 信 号 と 前 記 第 ２ の 信 号
を 繰 り 返 し 解 析 す る 段 階 を 更 に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ７ に 記 載 の 方 法 。
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